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平成 29 年 11 月９日 

   

各 位 

 

 

 

当社グループ従業員からの請願書の受領に関するお知らせ 
 

 

平成 29 年 10 月 17 日付「臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関す

るお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社は現在、平成 29 年 11 月 22 日に開催予定の臨時

株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、当社の前代表取締役社長であり当社

株主である山口洋氏（以下「山口氏」といいます。）から、実質的に現任取締役全員を即時に退任

させること等を内容とする株主提案を受けておりますが、こうした山口氏の動向に関連し、本日、

当社の代表取締役社長である荻田和宏は、当社グループの従業員の大多数から、山口氏が当社に

関与することを断固拒否する旨の請願書（以下「本件請願書」といいます。）を受領致しましたの

で、下記のとおりお知らせ致します。 

 

記 

 

 

今般、本件請願書の受領により、当社グループの従業員のうち、保育園や学童クラブ・児童館

で働く従業員のほとんどが、山口氏が当社の経営に関与することに強く反対している事実を確認

しております。このことは、当社取締役会のみならず、当社グループの大多数の従業員において

も、山口氏は「当社の経営に関与する人物として不適格である」との評価をしていることの証左

にほかなりません。 

 

本件請願書においては、「現状の職員の勤務を守るため、当社の保育園を利用していただいてい

る子どもや保護者の現状を守るため」として、 

 

“私たちは、前代表、山口さんの JPHD への関与、及び復帰、断固拒否します。” 

 

との内容が請願されており、本日の受領時点で、当社グループの従業員 3,029 名による署名がな

されております。この中には当社の子会社である「株式会社日本保育サービス」が運営する保育

園 179 園中 173 名の「園長」及び学童クラブ・児童館 69 施設中 69 名の「施設長」が含まれてお

ります。 

 

かかる請願書の作成や署名は平成 29 年 10 月 25 日より当社グループの従業員により自発的にな

されたものであり、これだけの短期間に 3,029 名という大多数の署名が集まることは、当社グ

ループ従業員が山口氏の関与を拒否する強い意思の表れであると考えております。 

 

 

会 社 名 株式会社ＪＰホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 荻 田 和 宏 



 
 

- 2 - 
 

（3,029 名の署名のうち園長及び施設長からの署名） 

 本件請願書に署名した人数 

保育園の園長 173 名（全 179 園） 

学童クラブ・児童館の施設長 69 名（全 69 施設） 

 

保育園や学童クラブ・児童館で働く従業員は、子育て支援事業を営む当社グループの企業価値

の根幹をなすものです。その中でも、当社の現場における日常業務を取り仕切る極めて重要な人

材である園長及び施設長のほぼ全員が、山口氏の当社に対する関与に反対しております。 

本件請願書に係る上記の状況に鑑みれば、山口氏が当社の経営に関与する事態となった場合、

園長及び施設長を含め、それに反対する多くの保育士等の従業員が当社から離反することも現実

的に予想され、当社事業の円滑な運営に重大な支障を生じさせることが強く懸念されます。 

 

もし当社の貴重な人材が失われるようなことがあった場合、当社の受ける悪影響は甚大であり、

これを回復することは容易ではありません。 

また、認可保育園におきましては、お預かりしているお子様の人数に応じて必要な保育士の人

数が定められており、当社グループの保育士が離反した場合、お預かりしているお子様を預かる

ことができなくなる可能性があり、保育園を利用して頂いているお子様や保護者の皆様に多大な

るご迷惑とご心配をおかけすることとなるとともに、最悪の場合には認可の取り消しがなされ、

運営施設の継続が不可能となることも危惧されます。 

したがって、山口氏による株主提案が承認可決され、山口氏が当社の経営に関与することと

なった場合には、当社グループの事業運営に深刻な支障が生じ、ひいては当社グループの企業価

値が著しく毀損されることは明らかと言わざるを得ません。 

 

当社をご支援いただける株主の皆様におかれましては、本臨時株主総会において、当社の提案

する第１号議案に「賛成」、山口氏の提案する第２号議案から第４号議案に「反対」の議決権行使

をしていただき、山口氏による委任状勧誘には応じられることがございませんよう、お願い申し

上げます。 

以上 

 

 

「どのように議決権を行使したらよいか」「どの書類に何を記入すればよいか」などについて、 

ご不明な点がございましたら（電話）０１２０‐８０３‐６４７ ㈱ＪＰホールディングス株主総

会事務局までお問い合わせください。 

 

※「ＪＰホールディングス株主の会事務局」から送られているピンク色の封筒は山口氏が送付して

いるものであり、当社からお送りしているものではございません。ご注意ください。 

 

 


